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○

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定

め
る
事
項
（
平
成
十
九
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
単
体
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

（
単
体
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

大
蔵
省

大
蔵
省

第
二
条

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年

令
第
一
号
。
以
下
「

第
二
条

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年

令
第
一
号
。
以
下
「

労
働
省

労
働
省

規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の

規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の

充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項

充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項

は
、
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
定
量

は
、
次
項
に
定
め
る
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
定
量
的
な
開

的
な
開
示
事
項
と
す
る
。

示
事
項
と
す
る
。

２

前
項
の
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ

（
新
設
）

り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

自
己
資
本
調
達
手
段
（
そ
の
額
の
全
部
又
は
一
部
が
、
自
己
資
本
比
率
告

一

自
己
資
本
調
達
手
段
の
概
要

示
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
に
含
ま
れ

る
資
本
調
達
手
段
を
い
う
。
）
の
概
要

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
削
る
）

一

自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

基
本
的
項
目
の
額
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
の
額

出
資
金
及
び
資
本
剰
余
金

(1)
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利
益
剰
余
金

(2)

基
本
的
項
目
の
額
の
う
ち

及
び

に
該
当
し
な
い
も
の

(3)

(1)

(2)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

(4)
規
定
に
よ
り
基
本
的
項
目
か
ら
控
除
し
た
額

自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
基
本

(5)
的
項
目
か
ら
控
除
し
た
額

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
四
条
に
定
め
る
補
完
的
項
目
の
額

ハ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
五
条
に
定
め
る
控
除
項
目
の
額

ニ

自
己
資
本
の
額

一

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

（
削
る
）

ホ

単
体
自
己
資
本
比
率
及
び
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
一
条
の
算
式
の
分

母
の
額
に
対
す
る
基
本
的
項
目
の
額
の
割
合

ホ

（
略
）

ヘ

（
略
）

二

信
用
リ
ス
ク
（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る

三

信
用
リ
ス
ク
（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
（
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三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
（
自
己
資
本
比
率
告

自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
一
条
及
び
第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

示
第
九
十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
資
本
控
除
し
た
額

場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

ト
～
リ

（
略
）

ト
～
リ

（
略
）

ヌ

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ

ヌ

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ

ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用

ー
、

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用

PD
/LG

D
PD
/LG

D

不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向

不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ご
と
の
長
期
に
わ
た
る
損
失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
と
の
対
比

ご
と
の
長
期
に
わ
た
る
損
失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
の
対
比

三

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

四

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

標
準
的
手
法
又
は
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
（
内
部
格
付
手
法
の
う
ち
、

イ

標
準
的
手
法
又
は
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

及
び

の

リ
オ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
適
用
さ
れ
た
エ

LG
D

EA
D

自
金
庫
推
計
値
を
用
い
な
い
手
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
用
さ
れ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
が
勘
案
さ
れ
た
部
分

る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が

に
限
る
。
）
の
額
（
包
括
的
手
法
を
採
用
し
、
か
つ
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

適
用
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
が
勘

調
整
率
に
よ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
上
方
調
整
を
行
っ
て
い
る
場

案
さ
れ
た
部
分
に
限
る
。
）
の
額
（
包
括
的
手
法
を
採
用
し
、
か
つ
、
ボ

合
は
、
当
該
上
方
調
整
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
（
基
礎
的
内

ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
に
よ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
上
方
調
整
を

部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
は
、
事
業
法
人

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
上
方
調
整
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
金

）
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て

融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
に
開
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

は
、
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

）

ジ
ャ
ー
及
び
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
に
開
示
す
る
こ
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と
を
要
す
る
。
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

適
格
資
産
担
保
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ

適
格
資
産
担
保
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
限
る
。
）

(2)

(2)

ォ
リ
オ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四

（
略
）

五

（
略
）

五

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

六

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
庫
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

イ

金
庫
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲

ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

げ
る
事
項

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(8)

(1)

(8)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
資
本
か

(9)

(9)

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ら
控
除
し
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

類
別
の
内
訳

～

（
略
）

～

（
略
）

(10)

(12)

(10)

(12)

ロ

金
庫
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算

ロ

金
庫
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算

出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
資
本
か

(3)

(3)

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ら
控
除
し
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

類
別
の
内
訳

・

（
略
）

・

（
略
）

(4)

(5)

(4)

(5)

六
～
八

（
略
）

七
～
九

（
略
）
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（
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

（
連
結
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

第
三
条

規
則
第
百
十
五
条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に

第
三
条

規
則
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
充
実
の

つ
い
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
自
己
資
本

状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
次

の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
定
量
的
な
開
示
事
項

項
に
定
め
る
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
定
量
的
な
開
示
事
項

と
す
る
。

と
す
る
。

２

前
項
の
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ

（
新
設
）

り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算

イ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
三
条
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出

出
す
る
対
象
と
な
る
会
社
の
集
団
（
以
下
「
連
結
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。

す
る
対
象
と
な
る
会
社
の
集
団
（
以
下
「
連
結
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。
）

）
に
属
す
る
会
社
と
連
結
財
務
諸
表
規
則
に
基
づ
き
連
結
の
範
囲
（
以
下

に
属
す
る
会
社
と
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す

「
会
計
連
結
範
囲
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
会
社
と
の
相
違
点
及
び
当

る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
連
結
の
範

該
相
違
点
の
生
じ
た
原
因

囲
に
含
ま
れ
る
会
社
と
の
相
違
点

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
金
融
業
務
を
営
む
関
連
法

ハ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
金
融
業
務
を
営
む
関
連
法

人
等
の
数
並
び
に
当
該
金
融
業
務
を
営
む
関
連
法
人
等
の
名
称
、
貸
借
対

人
等
の
数
並
び
に
主
要
な
金
融
業
務
を
営
む
関
連
法
人
等
の
名
称
及
び
主

照
表
の
総
資
産
の
額
及
び
純
資
産
の
額
並
び
に
主
要
な
業
務
の
内
容

要
な
業
務
の
内
容

ニ

連
結
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
で
あ
っ
て
会
計
連
結
範
囲
に
含
ま
れ
な

ニ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

い
も
の
及
び
連
結
グ
ル
ー
プ
に
属
し
な
い
会
社
で
あ
っ
て
会
計
連
結
範
囲

控
除
項
目
の
対
象
と
な
る
会
社
の
数
並
び
に
主
要
な
会
社
の
名
称
及
び
主

に
含
ま
れ
る
も
の
の
名
称
、
貸
借
対
照
表
の
総
資
産
の
額
及
び
純
資
産
の

要
な
業
務
の
内
容

額
並
び
に
主
要
な
業
務
の
内
容
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（
削
る
）

ホ

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
会
社
の
う
ち
同
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
も
の
若
し
く
は
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
会
社
又
は
法
第
五
十
八
条
の
五
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ

る
会
社
の
う
ち
従
属
業
務
を
専
ら
営
む
も
の
若
し
く
は
同
項
第
七
号
に
掲

げ
る
会
社
で
あ
っ
て
、
連
結
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
な
い
会
社
の
数
並
び

に
主
要
な
会
社
の
名
称
及
び
主
要
な
業
務
の
内
容

ホ

（
略
）

ヘ

（
略
）

二

自
己
資
本
調
達
手
段
（
そ
の
額
の
全
部
又
は
一
部
が
、
自
己
資
本
比
率
告

二

自
己
資
本
調
達
手
段
の
概
要

示
第
二
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
に
含
ま
れ
る

資
本
調
達
手
段
を
い
う
。
）
の
概
要

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

そ
の
他
金
融
機
関
等
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
条
第
七
項
第
一
号
に
規

一

自
己
資
本
比
率
告
示
第
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
控

定
す
る
そ
の
他
金
融
機
関
等
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
金
庫
の
子
法
人
等
で
あ

除
項
目
の
対
象
と
な
る
会
社
の
う
ち
、
規
制
上
の
所
要
自
己
資
本
を
下
回
っ

る
も
の
の
う
ち
、
規
制
上
の
所
要
自
己
資
本
を
下
回
っ
た
会
社
の
名
称
と
所

た
会
社
の
名
称
と
所
要
自
己
資
本
を
下
回
っ
た
額
の
総
額

要
自
己
資
本
を
下
回
っ
た
額
の
総
額

（
削
る
）

二

自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

基
本
的
項
目
の
額
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
の
額

出
資
金
及
び
資
本
剰
余
金

(1)

利
益
剰
余
金

(2)

連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
の
合
計
額

(3)

基
本
的
項
目
の
額
の
う
ち

か
ら

ま
で
に
該
当
し
な
い
も
の

(4)

(1)

(3)



- -7

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

(5)
定
に
よ
り
基
本
的
項
目
か
ら
控
除
し
た
額

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
基
本
的

(6)
項
目
か
ら
控
除
し
た
額

ロ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
条
に
定
め
る
補
完
的
項
目
の
額

ハ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
六
条
に
定
め
る
控
除
項
目
の
額

ニ

自
己
資
本
の
額

二

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

（
削
る
）

ホ

連
結
自
己
資
本
比
率
及
び
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
の
分
母

の
額
に
対
す
る
基
本
的
項
目
の
額
の
割
合

ホ

（
略
）

ヘ

（
略
）

三

信
用
リ
ス
ク
（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る

四

信
用
リ
ス
ク
（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

ヘ

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与
の
割
合
が
信
用
供
与
の

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十

）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
（
自

三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
（
自
己
資
本
比
率
告

己
資
本
比
率
告
示
第
百
一
条
及
び
第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

示
第
九
十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
資
本
控
除
し
た
額
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場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

ト
～
リ

（
略
）

ト
～
リ

（
略
）

ヌ

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ

ヌ

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ

ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用

ー
、

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用

PD
/LG

D
PD
/LG

D

不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向

不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ご
と
の
長
期
に
わ
た
る
損
失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
と
の
対
比

ご
と
の
長
期
に
わ
た
る
損
失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
の
対
比

四

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

五

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

標
準
的
手
法
又
は
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

イ

標
準
的
手
法
又
は
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
適
用
さ
れ
た
エ

リ
オ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
適
用
さ
れ
た
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
が
勘
案
さ
れ
た
部
分

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
が
勘
案
さ
れ
た
部
分

に
限
る
。
）
の
額
（
包
括
的
手
法
を
採
用
し
、
か
つ
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

に
限
る
。
）
の
額
（
包
括
的
手
法
を
採
用
し
、
か
つ
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

調
整
率
に
よ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
上
方
調
整
を
行
っ
て
い
る
場

調
整
率
に
よ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
上
方
調
整
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
、
当
該
上
方
調
整
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
（
基
礎
的
内

合
は
、
当
該
上
方
調
整
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
（
基
礎
的
内

部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
は
、
事
業
法
人

部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
は
、
事
業
法
人

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
金

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
金

融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
に
開
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
に
開
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

）

）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

適
格
資
産
担
保
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ

適
格
資
産
担
保
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
限
る
。
）

(2)

(2)

ォ
リ
オ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
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ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

五

（
略
）

六

（
略
）

六

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

七

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

連
結
グ
ル
ー
プ
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス

イ

連
結
グ
ル
ー
プ
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(8)

(1)

(8)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
資
本
か

(9)

(9)

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ら
控
除
し
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

類
別
の
内
訳

～

（
略
）

～

（
略
）

(10)

(12)

(10)

(12)

ロ

連
結
グ
ル
ー
プ
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ロ

連
結
グ
ル
ー
プ
が
投
資
家
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲

ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

げ
る
事
項

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
二

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
資
本
か

(3)

(3)

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ

ら
控
除
し
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
主
な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳

類
別
の
内
訳

・

（
略
）

・

（
略
）

(4)

(5)

(4)

(5)

七
～
九

（
略
）

八
～
十

（
略
）

（
半
期
の
開
示
事
項
）

（
半
期
の
開
示
事
項
）

第
四
条

規
則
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大

第
四
条

規
則
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
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臣
が
別
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定

臣
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
第
二
条
第
三
項
及
び
前
条
第
三
項
に
定
め
る
定
量

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

的
な
開
示
事
項
と
す
る
。

「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
」
と

、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
定
量
的
な
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
の
定
量
的
な
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

２

規
則
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が

別
に
定
め
る
事
項
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
金
庫
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
前
条
（
第
三

項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
定
量
的
な
」
と
あ
る
の

は
「
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の

定
量
的
な
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


